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第１２回上牧町まちづくり基本条例制定検討委員会 

議 事 録 

 

開催日時  平成２６年 ２月 ４日（火） 午前１０時００分から 

開催場所  上牧町役場 ３階 委員会室 

出 席 者    委員   ９名 

欠 席 者  委員   ３名 

傍 聴 者       １名 

事 務 局  まちづくり推進課 大東課長、福西課長補佐、松井係長、野村主事 

次  第  １ 開 会 

      ２ パブリックコメントによる意見について 

３ 町長への答申等について 

４ その他 

５ 閉会 

 

議事の概要 

●パブリックコメントによる意見について 

 ８名の住民の方から意見があった。 

うち１名は、道路補修やペガサスホール等についての個別具体的な意見であったの

で、町への要望という形で対応する。 

 

＜前文＞ 

意見番号・・・１－（１）、１－（２）、４－（２）、５－（１）、６－（１） 

・委員会でも議論となったが、過去の問題について個人の責任を言及するもので

はないと考える。 

・町の現況については、包括的にしてはどうか。 

 

＜第１条＞ 

意見番号・・・１－（３）、４－（２）、４－（２）、５－（１）、６－（１） 

・「平和」というキーワードについては、重要であるが本条例で記述することは適

当でないと考える。 

・町民については、自治の主体として「町民」が、はじめにないとまちづくり基

本条例とはいえない。 
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＜第２条＞ 

意見番号・・・３－（１）、４－（４）、４－（２）、５－（３）、６－（２） 

・「利害関心」とは「利害」と「関心」ということである。 

・もともとの発想は町外も含めたたくさんの方の関わりや力を借りていこうとい

うことであった。 

・「利害関心」を「利害を有する者又は関心のある者」に条文を修正する。 

＜第３条＞ 

意見番号・・・６－（３） 

・理念を強調すべきとありが、理念自体は同じ方向である。 

 

＜第５条＞ 

意見番号・・・５－（４） 

 

＜第７条＞ 

意見番号・・・６－（４） 

 

＜第８条＞ 

意見番号・・・５－（５）、６－（５） 

・会議はすべて公開となっており、法律で規定している。 

 

＜第１２条＞ 

意見番号・・・４－（５） 

 

＜第１３条＞ 

意見番号・・・２－（１） 

・第３２条の解説で、パブリックコメントも追記してはどうか。 

・条文中には具体的な手法は記述しない。 

 

＜第１４条＞ 

意見番号・・・４－（６）、５－（６）、６－（６） 

・６－（６）の意見については、本条例第２０条応答責任の項目で対応してはど

うか。 

・町職員については、当然町民としての面も持ち合わせている。 
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＜第１６条＞ 

意見番号・・・３－（２）、６－（７） 

・条文を「町民に分かりやすく機能的で、最少の経費で最大の効果」と改めては

どうか。 

 

＜第２５条＞ 

意見番号・・・２－（２） 

・指摘のとおりで、今後検討してはどうか。 

・解説のほうで、記述してはどうか。 

 

＜第２７条＞ 

意見番号・・・２－（３） 

・基本的には何らかの形で規定されるべきであると考える。 

 

＜第３３条＞ 

意見番号・・・６－（８） 

 

＜第３５条＞ 

意見番号・・・４－（７）、２－（４） 

・男女それぞれの意見が反映されることは大切であると認識しているが、このこ

とは、法律で男女共同参画計画の策定が義務付けられているので、計画策定時

において対応してもらうことが適当ではないかと考える。 

 

＜第３６条＞ 

意見番号・・・４－（８） 

 

＜第３８条＞ 

意見番号・・・２－（５）、４－（９）、６－（９）、５－（１）、６－（１） 

・メンバーについては、今後検討してはどうか。 

・附帯意見については、本委員会でも意見があり、この部分だけを取り上げるこ

とではないと考える。 

 

＜その他の条例に関する意見＞ 

意見番号・・・４－（１）、７－（１） 



- 4 - 

 

・４－（１）の意見については、解説を紹介して、丁寧な回答をしてはどうか。 

・７－（１）の意見については、条例作成のプロセス、経緯を説明してはどうか。 

 また、本委員会の検討（権限）の範囲外であると考える 

 

●町長への答申等について 

 ・町長への答申の進行等について、事務局から説明  

 ・答申は、平成２６年２月１２日（水）午前１０時から役場３階委員会室にて開催  

 ・答申後は、懇親会を予定している。 

 

●その他 

 ・この条例ができた後の住民等への説明、周知徹底が非常に大事であると思う。ま

た、今後の条例の検証、条例そのものを役立てるために各委員には大変ご足労を

おかけしますが、助言をいただきたいと思う。 

 ・先日のシンポジウムでも来場者から「魂を入れてほしい」という話があったよう

に、実行の段階でその中身をしっかり上牧町に根付かせるような活用をしてほし

いという趣旨の発言があった。各委員におかれては条例の制定後も何かの形でご

協力いただけたらと思う。 


